
 
 
   
 
 
 
 
２ 章  不 法 行 為 っ て な ん だ ろ う ？  
１  意 義  
・ 不 法 行 為 ： あ る も の が 他 人 の 権 利 な い し 利 益 を 違 法 に 侵 害 し た 結 果 、 他 人 に 損 害 を 与 え た と い う 場 合 に 、 被

害 者 が 加 害 者 に 対 し て 金 銭 賠 償 を 請 求 す る 債 権 が 発 生 す る 制 度  
e.g. 今 市 さ ん が 過 失 に よ り 森 さ ん を 自 転 車 で 引 い て け が を さ せ た 。  
 

２  趣 旨 ・ 機 能  
①  被 害 者 の 救 済 （ 損 害 の 填 補 ）  

 加 害 者  

  
 
 
 
 
 
②  被 害 の 公 平 な 分 担  
・ 不 法 行 為 制 度 は 、 加 害 者 ・ 被 害 者 間 の 利 害 の 調 節 を 図 り 、 よ り 一 般 的 に は 、 社 会 に 生 じ た 損 害 の 公 平 な 分 担

を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。 だ か ら 、 過 失 責 任 を 採 用 し て い る 。  
 
③  将 来 の 不 法 行 為 の 抑 止  
・ 不 法 行 為 の 制 度 の 存 在 に よ っ て 、 人 々 は 注 意 深 く 行 動 し た り 、 危 険 な 行 為 を 控 え る と 考 え ら れ る か ら 、 不 法

行 為 制 度 は 将 来 の 不 法 行 為 を 抑 止 す る 効 果 を 持 つ 。  
  
３  一 般 不 法 行 為 と 特 殊 の 不 法 行 為  

(1) 一 般 不 法 行 為 （ 709 条 ）  
・  原 則 的 な 不 法 行 為 に つ い て の 規 定 で あ る 。  
 

(2) 特 殊 の 不 法 行 為 （ 714 条 ～ 719 条 ）  
   ・ 一 般 不 法 行 為 の 原 則 を 何 ら か の 形 で 修 正 し て い る も の 。 修 正 は 、 過 失 の 立 証 責 任 を 修 正 し た り 、 無 過 失

責 任 を 課 す な ど の 点 に あ る 。  
     e.g. 監 督 者 責 任 （ 714 条 ）、 使 用 者 責 任 （ 715 条 ）、 工 作 物 責 任 （ 717 条 ）、  

動 物 占 有 者 の 責 任 （ 718 条 ）、 共 同 不 法 行 為 （ 719 条 ）  
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3 章  一 般 不 法 行 為 の 要 件  
１  一 般 不 法 行 為 の 要 件  
①  故 意 ・ 過 失 （ 709 条 ）   
②  権 利 侵 害 （ 709 条 ）  
③  損 害 の 発 生 （ 709 条 ）  
④  因 果 関 係 （ 709 条 ）  
⑤  責 任 能 力 （ 712 条 、 713 条 ）  
⑥  違 法 性 阻 却 事 由 の な い こ と （ 720 条 等 ）  
か つ て は ① ・ ⑤ が 主 観 的 要 件 、 そ の 他 が 客 観 的 要 件 と 呼 ば れ た 。 し か し 今 日 で は よ り 客 観 的 な 判 断 を  
① ・ ⑤ に も 行 う た め 主 観 的 要 件 と い う の は な じ ま な い 。  

 
２  ① 故 意 ・ 過 失 （ 709 条 ）（ 内 民 Ⅱ  P311～ 331）  

(1) 過 失 責 任 主 義 と 自 己 責 任 の 原 則  
・ 人 は 、 自 己 の 行 為 に つ い て 注 意 を 払 っ て 活 動 さ え す れ ば 、 他 人 に 損 害 を 与 え る 結 果 が 生 じ て も 、 不 法 行

為 責 任 を 負 わ さ れ る こ と は 無 い 。  
(2) 故 意 （ 内 民 Ⅱ  P330～ 331）  
・ 故 意 ： 自 己 の 行 為 が 他 人 の 権 利 ・ 利 益 を 侵 害 す る こ と を 認 識 し な が ら 、 あ え て 行 為 す る 心 理 状 態  

(3) 過 失  
(a) 過 失 概 念 の 変 遷 （ 内 民 Ⅱ  P311～ 314）  
か つ て の 通 説  

  過 失 ： 結 果 の 発 生 を 予 見 し え た の に 、 注 意 し な か っ た と い う 心 理 状 態 … [主 観 的 過 失 ] 
 
今 日 で の 一 般  

  過 失 ： 損 害 発 生 の 予 見 可 能 性 が あ る の に 、 不 注 意 に よ り こ れ を 予 見 せ ず 、 結 果 の 発 生 を 回 避 す る 行 為

義 務 （ 結 果 回 避 義 務 ） を 怠 っ た こ と … [客 観 的 過 失 ]  
・ 予 見 可 能 で な け れ ば 結 果 回 避 義 務 も 発 生 し な い 。 し た が っ て 、 予 見 可 能 性 は 結 果 回 避 義 務 の 前 提 と し て

理 解 さ れ る 。  
 
 
   
               過 失 な し  過 失 な し  
・ 旧 来 の 主 観 的 過 失 を 問 題 と す る 古 典 的 過 失 概 念 は 、 客 観 化 さ れ た 行 為 義 務 違 反 と し て の 過 失 を 問 題 と す

る 過 失 概 念 へ と 変 容 さ れ て い る 。  
(b) 変 遷 の 理 由      
① 訴 訟 の 性 質 （ 心 理 状 態 の 立 証 は 非 常 に 困 難 ・ 当 事 者 を 説 得 す る 必 要 性 ）  
② 今 日 の 不 法 行 為 は 極 め て 高 度 な 企 業 活 動 を も 含 む   

 
 大 阪 ア ル カ リ 事 件 （ 内 民 Ⅱ  P315～ 317， 百 選 77 事 件 ）  

争 点 … 過 失 の 基 準 と は ？  
原  審  ： 損 害 を 予 見 し て い た 、 又 は 予 見 す べ き だ っ た 以 上 過 失 あ り  … 予 見 可 能 性 説  
大 審 院 ： 損 害 回 避 の た め の 相 当 な 設 備 を 施 し て い れ ば 過 失 な し   … 結 果 回 避 義 務 説  
差 戻 審 ： 予 見 の 可 能 性 を 判 断 し た 上 で 結 果 回 避 義 務 違 反 が あ っ た か を 判 断 → 過 失 あ り  

※ ハ ン ド の 定 式 （ 内 民 Ⅱ  P317～ 319）  
   回 避 コ ス ト （ B） ＜ 損 害 発 生 の 蓋 然 性 （ P） × 被 侵 害 利 益 の 重 大 さ （ L） ⇒ 過 失 あ り  

原 告 に 立 証 責 任 の あ る 要 件  

被 告 側 の 抗 弁 事 由  

予 見 義 務  回 避 可 能 性  予 見 可 能 性  結 果 回 避 義 務  

あ り  

な し  

あ り  

な し  

過 失 あ り  
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(4) 故 意 ・ 過 失 の 立 証 責 任  

(a) 原 則    
   ・ 被 害 者 側 に あ る の が 原 則 で あ る 。  
  (b) 中 間 責 任   
   ・ 過 失 責 任 主 義 の 下 で は 被 害 者 が 加 害 者 の 故 意 ・ 過 失 を 立 証 し な け れ ば 損 害 賠 償 を 受 け ら れ な い の が 原 則

で あ る が 、 法 律 の 中 に は こ の 過 失 の 立 証 責 任 を 被 害 者 か ら 加 害 者 に 転 換 し 、 加 害 者 が 無 過 失 を 立 証 し な

い 限 り 責 任 を 免 れ な い と す る も の が あ る 。 こ れ を 、 過 失 責 任 主 義 と 無 過 失 責 任 主 義 と の 中 間 に あ た る と

い う 意 味 で 中 間 責 任 と い う 。  
     e.g. ① 監 督 者 責 任 （ 714 条 ）  ② 使 用 者 責 任 （ 715 条 ）   

③ 工 作 物 の 占 有 者 責 任 （ 717 条 1 項 ）  ④ 動 物 占 有 者 の 責 任 （ 718 条 ）  
  (5) 高 度 な 過 失 （ 内 民 Ⅱ  P320～ 328）  

 (a) 業 務 上 の 過 失  
  ・ 過 失 を 認 定 す る 際 に 常 に 最 高 水 準 の 行 為 義 務 が 課 せ ら れ て い る わ け で は な い が 、 場 合 に よ っ て は 相 当 高

度 な 行 為 水 準 が 要 求 さ れ る こ と が あ る 。 そ れ が 危 険 を 伴 う 業 務 に 従 ず る 者 の 過 失 で あ る 。  
    e.g.交 通 機 関 の 運 転 業 務 、 医 師 の 診 察 、 食 品 ・ 医 療 品 の 製 造 、 公 害 な ど  

(b) 医 療 事 故 の 判 例  
 
 東 大 梅 毒 輸 血 事 件 （ 内 民 Ⅱ  P321）  
   争 点 … 医 師 に ど こ ま で の 問 診 義 務 が あ る の か ？   
    ・ 採 血 に 際 し 慣 行 に 従 い 問 診 を 省 略  

     最 高 裁 ：「 危 険 防 止 の た め に 実 験 上 必 要 と さ れ る 最 善 の 注 意 義 務 を 要 求 さ れ る 」  
 慣 行 は 過 失 判 断 の 一 要 素 に 過 ぎ な い と し て 高 度 の 問 診 義 務 を 要 求 → 過 失 あ り  
 
 未 熟 児 網 膜 症 （ 内 民 Ⅱ  P322～ 323、 百 選 78 事 件 ）  
   争 点 … 医 師 に 要 求 さ れ る 注 意 義 務 の 基 準 は ど こ に あ る か ？   
    ・ 未 熟 児 に 長 時 間 酸 素 投 与 す る と 、 網 膜 が や ら れ 失 明 。  
    ・ 昭 和 40 年 代 後 半 、 そ の 治 療 法 （ 光 凝 固 法 ） が 開 発 さ れ る 。   

     最 高 裁 ：「 注 意 義 務 の 基 準 と な る べ き も の は 、 診 療 当 時 の い わ ゆ る 臨 床 医 学 の 実 践 に お け る 医 療 水 準  
で あ る 。」 → 過 失 な し  

 
 イ ン フ ル エ ン ザ 予 防 接 種 事 件 （ 内 民 Ⅱ  P324～ 325）  
    争 点 … 医 師 の 問 診 が 不 十 分 で あ っ た か ？  

・ 11 ヶ 月 の 男 児 が 保 健 所 に お い て 勧 奨 接 種 。  
・ 1 週 間 前 か ら 間 質 性 肺 炎 及 び 濾 胞 性 大 腸 炎 に か か っ て い た た め 接 種 の 翌 日 に 死 亡 。  

     最 高 裁 ：「 担 当 医 師 は 接 種 に 際 し 右 結 果 を 予 見 し え た も の で あ る の に 過 誤 に よ り 予 見 し な か っ た も の  
と 推 定 す る の が 相 当 で あ る 」 → 過 失 あ り  

 
※ 過 失 の 一 応 の 推 定 （ 内 民 Ⅱ  P325～ 328）  

     裁 判 官 の 心 証 が 「 過 失 あ り 」 に な ら な け れ ば （ 不 明 の 場 合 で も ） 過 失 は な か っ た と 判 断 す る の が 原 告 に

過 失 の 立 証 責 任 が あ る と い う こ と な の だ が 、 例 外 と し て 原 告 が 裁 判 官 の 心 証 を 「 過 失 あ り か も 」 ま で 持 っ

て い っ た 場 合 に お い て 今 度 は 被 告 の 方 で こ の 推 定 を 覆 す 事 実 を 証 明 し な い と 「 過 失 あ り 」 と す る こ と で あ

る 。 立 証 責 任 の 所 在 は 変 わ っ て い な い が 、 原 告 の 立 証 は 原 則 に 比 べ て 楽 に な る 。 さ ら に 「 過 失 あ り か も 」

の 範 囲 が 広 く な れ ば 事 実 上 過 失 の 立 証 責 任 の 転 換 が あ っ た の と 変 わ ら な く な る 場 合 も あ る 。  
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